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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第82期

中間会計期間
第83期

中間会計期間
第82期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (千円) 5,207,771 4,984,358 14,725,604

経常利益(△は経常損失) (千円) 56,467 △109,118 1,502,765

中間(当期)純利益
(△は中間(当期)純損失)

(千円) 30,460 △86,947 1,047,212

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 866,350 866,350 866,350

発行済株式総数 (株) 2,602,500 2,602,500 2,602,500

純資産額 (千円) 7,715,351 8,013,901 8,730,632

総資産額 (千円) 10,358,601 10,463,776 12,146,221

１株当たり中間(当期)純利益
(△は１株当たり中間
(当期)純損失)

(円) 12.38 △35.33 425.54

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 300.00

自己資本比率 (％) 74.5 76.6 71.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 357,108 548,574 692,496

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △101,497 △98,118 △114,200

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △590,067 △737,069 △590,640

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 3,594,051 3,629,550 3,916,164

(注) １．第82期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

２．第83期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当中間会計期間につきましては、ロシア・ウクライナ情勢や円安の進行、エネルギー価格を始めとする物価上昇

など不安定な社会・経済情勢の中、当社事業につきましては、その他事業におけるＲＣの大型案件が続けて出件さ

れ、受注高は前年同期に比べ340百万円増の8,281百万円となりました。

売上高は昨年度からの好調が続いているものの、期初特有の緩やかな工事進行となり、同223百万円減の4,984百

万円となりました。この結果、受注残高は期首より3,297百万円増の6,954百万円となりました。

損益面では、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性に加え、前年同期に比べ賃金相場上昇

に伴う労務費増加影響もあり、当中間会計期間では109百万円の経常損失(前年同期は56百万円の利益)、86百万円の

中間純損失(前年同期は30百万円の利益)となりました。

各セグメントの概況は以下のとおりであります。

港湾事業につきましては、受注高は前年同期に比べ２百万円増の4,681百万円となり、売上高は同568百万円減の

2,847百万円となりました。

地中事業につきましては、受注高は前年同期に比べ81百万円増の1,739百万円となり、売上高は同109百万円増の

926百万円となりました。

陸上事業につきましては、受注高は前年同期に比べ９百万円増の660百万円となり、売上高は同35百万円増の447

百万円となりました。

その他につきましては、受注高は前年同期に比べ246百万円増の1,199百万円となり、売上高は同199百万円増の

762百万円となりました。

当中間会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ1,682百万円減の10,463百万円となりました。主

な減少要因は売上債権の減2,438百万円、現金預金及び関係会社預け金の減286百万円であり、主な増加要因は、棚

卸資産の増749百万円、及び投資その他の資産のその他に含まれる投資有価証券の増152百万円であります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ965百万円減の2,449百万円となりました。主な減少要因は、賞与引当

金の減217百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等の減442百万円、及び退職給付引当金の減139百万円であ

ります。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ716百万円減の8,013百万円となりました。主な減少要因は、利益剰

余金の減825百万円であります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ286百万円減の3,629百万円

となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動で獲得した資金は548百万円(前年同期は357百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は、

売上債権の減2,438百万円であり、主な減少要因は、未成工事支出金及びその他の棚卸資産の増749百万円、賞与引

当金の減217百万円、法人税等の支払440百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動に使用した資金は98百万円(前年同期は101百万円の使用)となりました。この内主なものは事業活動に必

要な有形固定資産の取得であります。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動に使用した資金は737百万円(前年同期は590百万円の使用)で、主な使途は配当金の支払いによるもので

あります。

(3) 資本の財源及び資金の流動性について

当社は、運転資金、設備投資資金及び株主還元のための資金につき、全て内部資金で賄っており、有利子負債は

ありません。当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,629百万円であり、上記の資金需要に対して十分な

流動性を確保しております。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社が対処すべき事業上及び財務上の課題に

ついて重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当中間会計期間における研究開発活動の金額は、99百万円であります。

３ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 9,510,000

計 9,510,000

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2025年11月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,602,500 2,602,500
東京証券取引所
スタンダード市場

権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であり、単元株式
数は100株であります。

計 2,602,500 2,602,500 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年４月１日～
2025年９月30日

― 2,602,500 ― 866,350 ― 753,385
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(5) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三井金属鉱業株式会社 東京都品川区大崎１－11－１ 781 31.72

ナカボーテック取引先持株会 東京都中央区新川１－17－21 204 8.32

株式会社麻生 福岡県飯塚市芳雄町７－18 153 6.24

ナカボーテック社員持株会 東京都中央区新川１－17－21 137 5.58

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 67 2.74

中川 哲央 東京都国立市 64 2.61

合同会社ワイズ 東京都世田谷区等々力５－21－15 50 2.03

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 34 1.38

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 32 1.32

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１－６－１ 24 1.01

計 ― 1,550 62.96

(注) １．当中間会計期間末現在における、三井住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る

株式はありません。

２．三井金属鉱業株式会社は、2025年10月１日付で三井金属株式会社に社名変更しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 140,300 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,455,300 24,553 ―

単元未満株式 普通株式 6,900 ― ―

発行済株式総数 2,602,500 ― ―

総株主の議決権 ― 24,553 ―

② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ナカボーテック
東京都中央区新川１－17
－21

140,300 － 140,300 5.39

計 ― 140,300 － 140,300 5.39

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」 (1949年建設省令第14号)に準じて記載しておりま

す。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日ま

で)に係る中間財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。

３．中間連結財務諸表について

当社は、子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,278,922 1,177,962

受取手形 292,405 85,901

電子記録債権 611,320 469,393

完成工事未収入金 3,709,363 1,818,638

売掛金及び契約資産 718,121 518,435

商品及び製品 622,368 779,254

未成工事支出金 233,703 823,500

材料貯蔵品 150,479 153,180

関係会社預け金 2,637,241 2,451,587

その他 111,927 256,379

流動資産合計 10,365,854 8,534,232

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 275,794 265,383

その他（純額） 448,022 481,643

有形固定資産合計 723,816 747,027

無形固定資産 21,610 17,408

投資その他の資産

繰延税金資産 469,336 456,719

その他 577,516 761,551

貸倒引当金 △11,912 △53,162

投資その他の資産合計 1,034,940 1,165,108

固定資産合計 1,780,367 1,929,544

資産合計 12,146,221 10,463,776

負債の部

流動負債

工事未払金 634,118 549,676

買掛金 199,628 185,353

契約負債 275,845 264,806

完成工事補償引当金 5,477 5,693

工事損失引当金 14,473 83,239

賞与引当金 617,000 400,000

その他 763,518 229,652

流動負債合計 2,510,062 1,718,421

固定負債

退職給付引当金 807,722 668,634

役員退職慰労引当金 59,340 －

資産除去債務 38,464 38,717

その他 － 24,102

固定負債合計 905,527 731,453

負債合計 3,415,589 2,449,875
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当中間会計期間
(2025年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 870,126 873,895

利益剰余金 7,306,840 6,481,788

自己株式 △489,897 △483,261

株主資本合計 8,553,418 7,738,772

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 177,214 275,129

評価・換算差額等合計 177,214 275,129

純資産合計 8,730,632 8,013,901

負債純資産合計 12,146,221 10,463,776
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(2) 【中間損益計算書】

(単位：千円)
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

売上高

完成工事高 3,866,649 3,889,166

製品等売上高 1,341,122 1,095,192

売上高合計 ※１ 5,207,771 ※１ 4,984,358

売上原価

完成工事原価 3,298,169 3,257,980

製品等売上原価 767,930 602,209

売上原価合計 4,066,099 3,860,189

売上総利益

完成工事総利益 568,480 631,186

製品等売上総利益 573,192 492,983

売上総利益合計 1,141,672 1,124,169

販売費及び一般管理費 ※２ 1,110,967 ※２ 1,270,692

営業利益又は営業損失（△） 30,704 △146,522

営業外収益

受取利息 7,962 15,437

受取配当金 10,784 14,654

受取賃貸料 4,956 4,185

その他 2,866 3,245

営業外収益合計 26,569 37,523

営業外費用

譲渡制限付株式報酬償却 806 119

その他 0 －

営業外費用合計 806 119

経常利益又は経常損失（△） 56,467 △109,118

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 56,467 △109,119

法人税、住民税及び事業税 26,006 △22,171

法人税等合計 26,006 △22,171

中間純利益又は中間純損失（△） 30,460 △86,947
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 56,467 △109,119

減価償却費 57,930 63,315

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 41,250

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 94 216

工事損失引当金の増減額（△は減少） 40,954 68,765

賞与引当金の増減額（△は減少） △170,000 △217,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,034 △139,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,815 △59,340

受取利息及び受取配当金 △18,746 △30,092

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,549,881 2,438,843

未成工事支出金の増減額（△は増加） △547,826 △589,797

その他の棚卸資産の増減額（△は増加） △179,614 △159,587

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △41,250

仕入債務の増減額（△は減少） 167,586 △98,717

未払又は未収消費税等の増減額 △337,388 △179,119

契約負債の増減額（△は減少） 66,367 △11,038

その他 △31,842 △19,528

小計 660,084 958,712

利息及び配当金の受取額 18,746 30,092

法人税等の支払額 △321,721 △440,229

営業活動によるキャッシュ・フロー 357,108 548,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △7,306 △9,438

有形固定資産の取得による支出 △91,735 △86,880

無形固定資産の取得による支出 △2,456 △1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,497 △98,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △218 －

配当金の支払額 △589,849 △737,069

財務活動によるキャッシュ・フロー △590,067 △737,069

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334,456 △286,613

現金及び現金同等物の期首残高 3,928,508 3,916,164

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 3,594,051 ※ 3,629,550
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【注記事項】

(中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(原価差異の繰延処理)

定期的な修繕が当中間会計期間に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されてお

り、原価計算期末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。

(税金費用の計算)

税金費用につきましては、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益又は税引前中間純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によ

っております。

(中間損益計算書関係)

※１ 売上高の季節的変動

前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)及び当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025

年９月30日)

当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが中間会計期間以降に集中

していることにより、中間会計期間における売上高に比べ、中間会計期間以降の売上高が多くなる傾向がありま

す。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

従業員給料手当 355,310千円 392,514千円

賞与引当金繰入額 135,511 162,784

退職給付引当金繰入額 15,300 12,956

役員退職慰労引当金繰入額 6,797 ―

貸倒引当金繰入額 ― 41,250

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであ

ります。

前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

現金預金勘定 613,045千円 1,177,962千円

関係会社預け金勘定 2,981,006 2,451,587

計 3,594,051 3,629,550

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 ― ―

現金及び現金同等物 3,594,051 3,629,550
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 590,662 240 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金

Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 738,104 300 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

売上高 3,416,037 816,847 411,766 4,644,651 563,119 5,207,771

セグメント利益又は損失(△) 790,169 154,082 171,951 1,116,202 25,469 1,141,672

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んでお

ります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調

整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,116,202

「その他」の区分の利益又は損失(△) 25,469

全社費用(注) △1,110,967

中間損益計算書の営業利益 30,704

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

売上高 2,847,753 926,554 447,087 4,221,395 762,963 4,984,358

セグメント利益又は損失(△) 627,197 203,382 197,589 1,028,169 96,000 1,124,169

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んでお

ります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調

整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,028,169

「その他」の区分の利益又は損失(△) 96,000

全社費用(注) △1,270,692

中間損益計算書の営業損失(△) △146,522

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)２

合計
港湾 地中 陸上 計

一時点で移転される財又はサ
ービス

2,306,077 499,673 344,383 3,150,134 187,008 3,337,142

一定の期間にわたり移転され
る財又はサービス(注)１

1,109,960 317,174 67,383 1,494,517 376,111 1,870,629

顧客との契約から生じる収益 3,416,037 816,847 411,766 4,644,651 563,119 5,207,771

売上高 3,416,037 816,847 411,766 4,644,651 563,119 5,207,771

(注) １．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めて

おります。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んで

おります。

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

工事 2,426,033 784,726 158,388 3,369,147 497,501 3,866,649

製品等 990,004 32,120 253,378 1,275,503 65,618 1,341,122

顧客との契約から生じる収益 3,416,037 816,847 411,766 4,644,651 563,119 5,207,771

売上高 3,416,037 816,847 411,766 4,644,651 563,119 5,207,771

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んでおり

ます。
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当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）

収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)２

合計
港湾 地中 陸上 計

一時点で移転される財又はサ
ービス

1,913,976 517,568 414,961 2,846,506 192,220 3,038,726

一定の期間にわたり移転され
る財又はサービス(注)１

933,776 408,986 32,126 1,374,889 570,742 1,945,632

顧客との契約から生じる収益 2,847,753 926,554 447,087 4,221,395 762,963 4,984,358

売上高 2,847,753 926,554 447,087 4,221,395 762,963 4,984,358

(注) １．収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義

務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めて

おります。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んで

おります。

財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。

(単位：千円)

報告セグメント その他
(注)

合計
港湾 地中 陸上 計

工事 2,104,454 861,163 193,176 3,158,793 730,372 3,889,166

製品等 743,298 65,391 253,911 1,062,601 32,590 1,095,192

顧客との契約から生じる収益 2,847,753 926,554 447,087 4,221,395 762,963 4,984,358

売上高 2,847,753 926,554 447,087 4,221,395 762,963 4,984,358

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＲＣ事業及び国際事業を含んでおり

ます。

(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり中間純利益
又は１株当たり中間純損失(△)

12円38銭 △35円33銭

(算定上の基礎)

中間純利益
又は中間純損失(△)(千円)

30,460 △86,947

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益
又は中間純損失(△)(千円)

30,460 △86,947

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,461 2,460

(注) １．前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年11月４日

株式会社ナカボーテック

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 濵 田 睦 將

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 藤 顕 広

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナカボ

ーテックの2025年４月１日から2026年３月31日までの第83期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月

30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注

記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社ナカボーテックの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点にお

いて認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務

諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日

までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない

と信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうか

を評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。


